
岩手県訓令第２号 

                                                     知事部局  

労働委員会事務局  

収用委員会事務局  

 岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。 

  令和２年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

   岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令 

 （建設委員会規程の一部改正） 

第１条 建設委員会規程（昭和30年岩手県訓令第26号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （幹事会）  （幹事会） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 幹事長は県土整備部河川港湾担当技監をもって充て、幹

事は次に掲げる者をもって充てる。 

２ 幹事長は県土整備部河川港湾担当技監をもって充て、幹

事は次に掲げる者をもって充てる。 

 (１) 秘書広報室秘書課管理課長  (１) 政策企画部秘書課管理課長 

 (２)・(３) ［略］  (２)・(３) ［略］ 

 (４) 政策地域部政策推進室管理課長  (４) ふるさと振興部ふるさと振興企画室管理課長 

 (５)～(18) ［略］  (５)～(18) ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （庁議運営規程の一部改正） 

第２条 庁議運営規程（昭和38年岩手県訓令第25号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （庁議に出席する職員等）  （庁議に出席する職員等） 

第４条 次に掲げる職員は、庁議に出席しなければならない。 第４条 次に掲げる職員は、庁議に出席しなければならない。 

 (１) 秘書広報室首席調査監  (１) 政策企画部統括調査監 

   (２) 政策企画部副部長 

 (２) 総務部総務室長  (３) 総務部副部長 

 (３) 政策地域部政策推進室長  (４) ふるさと振興部副部長 

   (５) 政策企画部政策企画課総括課長 

 (４) 秘書広報室秘書課総括課長  (６) 政策企画部秘書課総括課長 

 (５) 秘書広報室広聴広報課総括課長  (７) 政策企画部広聴広報課総括課長 

 (６) ［略］  (８) ［略］ 

 (７) ［略］  (９) ［略］ 

２ 知事は、必要がある場合は、地方公営企業の管理者、教育

長、警察本部長及びその他の執行機関の事務局の長に出席を

要請することがある。 

２ 知事は、必要がある場合は、地方公営企業の管理者、教育

委員会事務局教育局長、警察本部長及びその他の執行機関の

事務局の長に出席を要請することがある。 

 （審議案件の送付）  （審議案件の送付） 

第７条 部局の長は、所管する事務について、庁議において審 第７条 部局の長は、所管する事務について、庁議において審 



議すべき案件があるときは、その要旨及び資料29部を付議し

ようとする庁議の開催の日前３日（その日が休日に当たると

きは、その前日）までに、秘書広報室長に送付しなければな

らない。ただし、急施を要する案件については、この限りで

ない。 

議すべき案件があるときは、その要旨及び資料36部を付議し

ようとする庁議の開催の日前３日（その日が休日に当たると

きは、その前日）までに、政策企画部長に送付しなければな

らない。ただし、急施を要する案件については、この限りで

ない。 

２ 庁議において審議すべき案件で庁議の開催の日前にあらか

じめ庁議の構成員にその要旨及び資料を配布する必要がある

と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、付

議しようとする庁議の開催日前相当の日までに、秘書広報室

長に送付しなければならない。 

２ 庁議において審議すべき案件で庁議の開催の日前にあらか

じめ庁議の構成員にその要旨及び資料を配布する必要がある

と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、付

議しようとする庁議の開催日前相当の日までに、政策企画部

長に送付しなければならない。 

 （記録）  （記録） 

第８条 秘書広報室秘書課総括課長は、庁議における審議の結

果を記録しておかなければならない。 

第８条 政策企画部秘書課総括課長は、庁議における審議の結

果を記録しておかなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （道路監理員規程の一部改正） 

第３条 道路監理員規程（昭和46年岩手県訓令第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（道路監理員） （道路監理員） 

第２条 道路監理員は、県土整備部道路環境課に勤務する職

員及び次の表の左欄に掲げる部又は所に勤務する職員のう

ち、それぞれ同欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める

職員をもって充てる。 

第２条 道路監理員は、県土整備部道路環境課に勤務する職

員及び次の表の左欄に掲げる部又は所に勤務する職員のう

ち、それぞれ同欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める

職員をもって充てる。 

 部又は所 職 員   部又は所 職 員  

  ［略］    ［略］   

 広域振興局土木

部土木センター 

所長、管理課長、管理用地課長、道路

整備課長、道路環境課長、道路河川環

境課長、工務課長その他の道路管理に

関する事務（用地に係る事務を除く。

）を担当する職員 

  広域振興局土木

部土木センター 

所長、管理課長、管理用地課長、道路

整備課長、道路環境課長、道路河川整

備課長、道路河川環境課長その他の道

路管理に関する事務（用地に係る事務

を除く。）を担当する職員 

 

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （河川監理員規程の一部改正） 

第４条 河川監理員規程（昭和46年岩手県訓令第17号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（河川監理員） （河川監理員） 

第２条 河川監理員は、県土整備部河川課に勤務する職員及

び次の表の左欄に掲げる部又は所に勤務する職員のうち、

それぞれ同欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める職員

をもって充てる。 

第２条 河川監理員は、県土整備部河川課に勤務する職員及

び次の表の左欄に掲げる部又は所に勤務する職員のうち、

それぞれ同欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める職員

をもって充てる。 



 部又は所 職 員   部又は所 職 員  

  ［略］    ［略］   

 広域振興局土木

部土木センター 

所長、管理課長、管理用地課長、工務

課長、治水環境課長、道路河川環境課

長、河川港湾課長、特命課長その他の

河川管理に関する事務（用地に係る事

務を除く。）を担当する職員 

  広域振興局土木

部土木センター 

所長、管理課長、管理用地課長、道路

河川整備課長、治水環境課長、道路河

川環境課長、河川港湾課長、特命課長

その他の河川管理に関する事務（用地

に係る事務を除く。）を担当する職員 

 

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （職員の職務発明等に関する規程の一部改正） 

第５条 職員の職務発明等に関する規程（昭和53年岩手県訓令第18号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（庶務） （庶務） 

第21条 審査会の庶務は、政策地域部科学・情報政策室にお

いて処理する。 

第21条 審査会の庶務は、ふるさと振興部科学・情報政策室

において処理する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （行政文書管理規程の一部改正） 

第６条 行政文書管理規程（平成11年岩手県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第31条関係） 別表（第31条関係） 

文書記号 文書記号 

 １ 本庁  １ 本庁 

 部局等 課 等 記 号   部局等 課 等 記 号  

 秘書広報室     政策企画部 政策企画課 政  

  秘書課  ［略］    秘書課  ［略］  

   ［略］  ［略］     ［略］  ［略］  

  ［略］      ［略］    

 政策地域部 政策推進室 政推   ふるさと振 ふるさと振興企画室 ふ  

   ［略］  ［略］   興部  ［略］  ［略］  

  地域振興室  ［略］    地域振興室  ［略］  

       県北・沿岸振興室 県沿  

  国際室  ［略］    国際室 ［略］  

   ［略］  ［略］     ［略］  ［略］  

  科学・情報政策室  ［略］    科学・情報政策室  ［略］  

  三陸防災復興プロジェクト

2019推進室 

三       

  台風災害復旧復興推進室  ［略］    台風災害復旧復興推進室  ［略］  

 文化スポー  ［略］  ［略］   文化スポー  ［略］  ［略］  

 ツ部 スポーツ振興課  ［略］   ツ部 スポーツ振興課  ［略］  



  ラグビーワールドカップ2019

推進室 

ラ       

  オリンピック・パラリンピッ

ク推進室 

 ［略］    オリンピック・パラリンピッ

ク推進室 

 ［略］  

 ［略］     ［略］    

 保健福祉部  ［略］  ［略］   保健福祉部  ［略］  ［略］  

  障がい保健福祉課  ［略］    障がい保健福祉課  ［略］  

  子ども子育て支援課 子       

  医療政策室  ［略］    医療政策室  ［略］  

       子ども子育て支援室 子  

  医師支援推進室  ［略］    医師支援推進室  ［略］  

 商工労働観  ［略］  ［略］   商工労働観  ［略］  ［略］  

 光部 産業経済交流課  ［略］   光部 産業経済交流課  ［略］  

  観光課 観       

  定住推進・雇用労働室  ［略］    定住推進・雇用労働室  ［略］  

  ものづくり自動車産業振興室  ［略］    ものづくり自動車産業振興室  ［略］  

       観光・プロモーション室 観プ  

  ［略］      ［略］    

 ２ ［略］  ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 


